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■注意情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
 
■ 定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の問い合わせ」

にご注意ください。 

 
 「定額給付金」の給付対象者は 2 月 1 日を基準日として、市町の住民基本台帳

等に記録や登録されている方となります。  
基準日となる 2 月 1 日に、定額給付金の給付が始まるのではありません。 

  今後、定額給付金の給付をよそおい総務省や市町職員等をかたった「振り込

め詐欺」や「個人情報の問い合わせ」が行われる恐れがありますので、次のこ

とにご注意ください。 

 

★ このようなことは、絶対にありません。 

① 市町や県、総務省などがＡＴＭ(現金自動預払機)の操作をお願

いすること。 

    ② ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこ

と。  

③ 市町や県、総務省などが、給付のために手数料などの振込を求

めること。 

④ 現時点で、皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を

照会すること。                      

 

ご自宅や職場などに市町や県、総務省（の職員）などをかたった電話がかかっ

てきたり、郵便が届いたら迷わずお住まいの市町、消費生活センターや最寄り

の警察署、または警察相談電話（＃９１１０）にご連絡ください。 

            

●お知らせ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

● 平成２１年度「消費者啓発の標語」を募集します。  
＞

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/hyougoboshu21.html  
・多数のご応募をお待ちしています。     

○会員の皆様へ○============================================== 

※ 消費生活トラブル情報に関する照会等は、必ず電話でお願いします。  
事務局：山口県消費生活センター企画啓発班  
TEL：０８３－９２４－２４２１  FAX：０８３－９２３－３４０７  
メールアドレス：yka-net@pref.yamaguchi.lg.jp 
ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/yka-net.html 


